
© Kiyosu Respiratory Medical Hospital

当院においては、診療報酬の算定に関して次の施設基準の届出を⾏っております。
・ 外来感染対策向上加算 R7.1.1 （外来感染） 第 3102 号
・ 連携強化加算 R4.5.1 （連携強化） 第 630 号
・ サーベイランス強化加算 R4.5.1 （サ強化） 第 44 号
・ 医療DX推進体制整備加算 R6.6.1 （医療DX） 第 1367 号
・ 時間外対応加算4 H29.1.1 （時間外４） 第 17 号
・ がん性疼痛緩和指導管理料 H28.5.1 （がん疼） 第 2279 号
・ ニコチン依存症管理料 H30.1.1 （ニコ） 第 1890 号
・ 在宅療養⽀援診療所 R6.4.1 （⽀援診３） 第 2556 号
・ 在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時等医学総合管理料 R6.4.1 （在医総管１） 第 2386 号
・ 在宅がん医療総合診療料 R6.4.1 （在総） 第 2231 号
・ 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 H30.4.1 （遠隔酸素） 第 10 号
・ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算 H30.4.1 （遠隔持陽） 第 90 号
・ 検体検査管理加算（Ⅰ） H28.7.1 （検Ⅰ） 第 387 号
・ CT撮影及びＭＲＩ撮影 H28.5.1 （Ｃ・Ｍ） 第 1098 号
・ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） R6.6.1 （外在ベⅠ） 第 617 号
・ 酸素の購⼊単価 R7.4.1 （酸単） 第 36416 号

● 当院の施設基準について 令和7年4⽉1⽇ 現在


